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第 1 回舞鶴市誘導施策に関する懇話会 

 

１．日時：令和 6 年 7 月 31 日（水）13:30~15:30 

２．場所：舞鶴市役所 別館 6 階 612 会議室 

３．出席者：（委員）阿部大輔、嶋田知子、並河史昭、名取貴春、川畑淳、高山広治、渡邊崇彦 

 （オブザーバー）岡井有佳、川村和則 

 （事務局）白木部長、上羽次長、渡瀨係長、佐藤、浪江 

４．内容 

【主な意見】 

〇現状の課題について 

・まちなかに空き家が増えており、土地の流動性も低い。 

・店舗と住宅では、空き家になる要因が異なることが考えられる。 

・空き家を活用したまちなかの再生を検討していく。 

・まちなかに有効活用できるストックが無いのではないかと感じられる。 

〇居住誘導に関する補助制度について 

・予算額が年間 100 万円では少ない。 

・若者の U ターン者に対する補助などがあればいい。 

・空き家の解体に対する補助が必要。 

・解体費が高騰しているため、空き家の解体に対する補助は難しいように感じられる。この現状は個人が

対処できる状態にないと考えられ、まずは広い土地の確保が必要である。 

・U ターン、I ターンは舞鶴の現状を打破する要素になると考える。現状の補助金を小分けにするのでは

なく一気に利用し、舞鶴への定住者を一人でも確実に確保するのも大切ではないか。 

〇市街地整備事業について 

・道が狭い場所が多いため敷地整序型の区画整理が有効であると考えられるが、対象の土地に住んでい

る住民に対して移転補償費がかかる。 

・敷地整序型土地区画整理事業を行う場合、更地にすることが前提条件となる。 

・更地にした場合、税金が高くなることが多いため空き家を解体しない人が多い。相続後 5 年以内に手

放せば、税金が安くなることなどを周知する必要がある。相談をどのようにすればいいのか分かってい

ない人が多い。 

〇今後の検討内容について 

・必ずしも整備したものでなくても、していないからこそコストが安いため経済的にその場所を選択す

る人もいると考える。今回の空き家などはその例に含まれる。そのため既存ストックの活用は有効であ

るケースもあると考える。 

・新しいもので勝負しても規模の大きい都市に魅力では勝てない。できる限り現存のストックをうまく

利用した方が良い。 

・全ての空き家を活用するのは難しいが、空き店舗などは有効に活用することができる場合が多いので

はないか。 

・今ある空き家、空き店舗を取捨選択していく必要がある。その中で必要だと思える場所        
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の周りをどのようにして有効に活用するかが重要だと考える。 

・使えるものをいかに使うかを考えることが大切であり、それが舞鶴の色、魅力を出すことができるもの

であると考える。更地にすれば多様な使い方ができるが、現実的に行うのは厳しいのではないか。 

・手法に関してはやはりバリエーションが必要。 

・居住誘導区域で区画整理をして何を設けるのか、誘導する施設を明確にする必要がある。 


